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勤労者生活安定資金等
　 貸付制度

I工業労政課　@J（32）6432

※利率は平成28年 4 月 1 日現在

名称 中小企業従業員生活資金 勤労者
生活資金

季節労働者
生活資金

対象

① 次の事業所に 1年以上
勤務している者（期間
を定めて雇用されてい
る者を除く）または、1
年以上の期間を定めて
雇用されている者で同
一事業所に繰り返し雇
用されている技能労働
者
● 常時雇用する従業員が
100人以下の中小企業
●中小企業等協同組合
②市長が特に認めた方

勤労者（組
織従業員）

雇用保険法
第38条によ
る短期雇用
特例被保険
者など

金額
生活資金　100万円以内

20万円以内
教育資金　300万円以内

利率
生活資金　2.81%

3.31%
教育資金　2.39%

償還期間 7 年以内 11カ月以内

保証人 原則として保証機関を利用

金融機関
北海道労働金庫苫小牧支店
苫小牧信用金庫（市内各店）
北洋銀行（市内各店）

北海道労働金庫
苫小牧支店

市では､ 勤労者の生活の安定と向上に役立てるために､ 生
活資金を低利で融資しています｡ 詳しい融資条件などにつ
いては､ それぞれの取扱金融機関にお尋ねください
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